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5月 12日

社 団法人熊本県建築士会 事務局長 殿

空港周辺 にお ける航空法 に定 める建造物等設置の制限 につ いて

空港周辺 にお いて は、航空機が安全 に離着陸す るため空港周辺 の一定空間を障害物がな

い状態 にしてお く必要があるため、航空法第 49条 第 1項 及び第 56条 の 3第 1項 にお い

て建造物、植物そ の他物件 につ いて、設置、植栽、又は留置す る ことを禁止す る制限を課

した表面を設定 してお ります。

つ きま しては、大分空港 の本制限に関 して貴会 にお ける周知協 力を宜 しくお願 い します。

(問 い合 わ せ )

T873-0421

大分 県 国東 市 武蔵 町 大 海 田

大分 空港 事 務 所  総 務課

TEL 0978-67-3771

[添 付 す る もの ]

・ 航 空 法 第 49条 、第 56条 の 3抜 粋

。大 分 空 港 周 辺 にお け る高 さ制 限 の お 知 らせ とお 願 い

。大 分 空港 か らの お 知 らせ 十大 分 空 港 制 限 表 面 区域 図

。「空 港 周 辺 にお け る建 物 等 設 置 の制 限 」 (パ ン フ レ ッ

(イ ラス ト)

卜)

国土交通省大阪航 空局



【航 空法第 49条 】

何 人 も、 空港 につ いて 第 40条 (第 43条 第 2項 にお いて 準用 す る場 合 を含

む。)の 告 示が あ った後 にお いて は、そ の告示 で示 され た進 入表面 、転移 表 面又

は水 平表面 (こ れ らの投影 面が一致す る部分 につ いて は これ らの うち最 も低 い表

面 とす る。)の 上 に出 る高 さの建造物 (そ の告 示 の際現 に建造 中で ある建造物 の

当該建造 工事 に係 る部 分 を除 く。)、 植物そ の他 の物件 を設 置 し、植栽 し、又は留

置 して はな らな いcた だ し、仮設物そ の他 の国土交通省令で定 め る物 件 (進 入表

面 又 は転移 表面 に係 る もの を除 くc)で 空港 の設置者 の承認 を受 けて設 置 し又は

留置 す る もの及 び供用 開始 の予定期 日前 に除去 され る物 件 につ いて は、この限 り

で はな い。

2 空港 の設置者 は、前項 の規定 に違 反 して、設置 し、植栽 し、又は留置 した

物 件 (成 長 して進 入表 面 、転移 表 面 又 は水平 表 面 の上 に出 る に至 つ た植 物 を含

む c)の 所有者そ の他 の権 原 を有す る者 に対 し、 当該物 件 を除 去すべ き ことを求

め る ことがで き る。

3 空港 の設置者 は、第 1項 の告示 の際現 に存す る物 件で進 入表面、転移表面

又は水平表面 の上 に出 る もの (同 項 の告示 の際現 に存 す る植物 で成長 して進 入表

面 、転移表 面 又は水平表 面の Lに 出 るに至 つた もの及び 同項 の 告示 の際現 に建造

中で あつ た建造 物 で 当該 建造 T:事 によ りこれ らの表面 の 上に出 る に至 つ た もの

を含 む。)の 所有者 そ の他 の権 原 を有す る者 に対 し、政令で定 め る ところによ り

通常 生ずべ き損 失 を補償 して、当該物 件 の進 入表 面、転移表面 又 は水平表面 の上

に出 る部分 を除去すべ き ことを求め る ことがで き る。

【航空法第 56条 の 3】

何人も、第 56条第 1項 に規定する空港について前条第 2項 において準用する

第 40条の告示があつた後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐

表面又は外側水平表面 (こ れ らの投影面が一致する部分については、これ らのう

ち最 も低い表面とする。)の 上に出る高さの建造物 (そ の告示の際に現に建造中

である建造物の当該建造 11事 に係る部分を除 くc)、 植物その他の物件を設置 し、

植栽 し、 又は留置 してはな らな r,c

2 γt 1 9条 第 1項 ただ しま:」〕規定は、円錐表 i百 及ひ外側水 11表 由i十 二つ tヽ て準

用する 1

3 第 1働 条第 2項 のti定 |ま 第 1項 σり規定 |二 違反する物件 |二 ついて、同条第 3

項か ら第 8項 までの規定は第 1項 の告示の際現に存する物件で延長進 入表面、円

錐表面又は外側水平表面の上 に出るものについて準用する。
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空港周辺における建物等設置の制限

(航 空 法 抜 粋 )

国
‐
 土:  交  通  省

大 阪 航 空 局



空港周辺における建物等設置の制限

空港周辺においては、一定の高さの建物等を設置することは出来ません。

制 限 表 面 の 設 定

航空機 が安全 に離着陸す るためには、空港周辺の一定の空間 を障害物がない

状態 に してお く必要 が あ ります。

このため、航 空法 において、次の よ うな制限表面 を設定 してお ります。

制限表面の平面概略図

A

制 限 表 面概 略 図

知 己l

1′200rrl

勾1己 1/50



制限表面の断面概略図

1)進入表百♪
ォし上方へ50分の1の勾配を有する平面であつて、

びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長
t上におけるこの点からの600mの距離を有する

2)水平毒董≫

‖督鷺菫首ξ

"首

£露計
影
l郷'11を

含む水平面のうち、
Fの

点を中心とし下半径4,000mで

3)転移表理》

1  魏 露
啄駐鑑 夢 隷為 奮職 琴2鍔

進

4)延長進入表

1渕卜顆予蛉蹴巫下協鶉3

5)由錐表面≫

かつ、水平面に対 し外側上方へ 50分の 1の勾配
笙港の標点を中心として 16)500mの半径で描いた
童の安全を確保するために必要な部分として指定

6)外側 水 平 表 面 ′

1濾饉了濶ぽ7m暉刷‰
※なお、制限表面の範囲については、各空港毎に設定されておりますので、詳細については各
空港事務所の窓口でご照会下さしヽ

断面 B―B'

喜陸帝



制 限 表 面 の 設 定

航空法の定めにより、上記の制限表面の上に出る高さの建造物、植物その

他の物件について、これを設置し、植栽 し、又は留置することは禁止 されて

います。

ただし、水平表面、円錐表面及び外側水平表面に係 るもので「仮設物」、

「避雷設備Jま たは「地形又は既存物件との関係から航空機め飛行の安全を

特に害さない物件」については、申請により大阪航空局長の承認を受ければ

当該制限表面の上に出て、これを設置することができます。

(航 空法第 49条、第 56条の 3)

制 限 表 面 の 上 に 出 る か 否 か の 照 会 窓 口

空港周辺 において、建物等を設置 しようとす る場合は、次の窓口に照会 し

ていただきt設置 しよ うとす る建物等が制限表面の上に出るか否かを確認 し

て下 さい。

また、水平表面、円錐表面及び外側水平表面については、申請によつて、

制限表面の上に出て仮設物等を設置す ることも出来ますので、申請窓 口等併

せて確認 して下 さい。

なお、取扱時間は、祝 日及び年末年始の開庁 日を除 く月曜 日か ら金曜 日ま

での 9:00～ 12:00及 び 13:00～ 17:00の 時間帯です。

●八尾空港 人 尾 空 港 事務 所 TEL 072-992-0031

●広島空港 広 島空 港事務 所 TEL 0848--86-8650

●高松空港 高松空港事務所 TEL 087-879-6770

●松 山空港 松 山空 港 事務 所 TEL 089-972-0319

●高知空港    高知空港事務所   TEL 088-863-2621
●福岡空港 福岡空港事務所   TEL 092-621-2221
●北九州空港  北九州空港事務務  TEL.093-473-1089
●長崎 空港 長崎空港事務所 TEL 0957-53-6151

●熊本 空港 熊本 空港事務所 TEL 096--232  2853

●大分 空港 大分空港事務所 TEL 0978-67-3771
●宮崎空港 宮崎 空 港 事務 所 TEL 0985-51-3223
●塵聾島空港 鹿児島空港事務所  TEL 0995■ 58-4440
●尋1覇 '■ 港 那 覇 空 港 事務 所 TEL 098-857_1101

国土交通省 大阪航空局

ホームページ http:ノノwww.OCab.mlit.go.jpノ news/1imitノ


